
 

ご結婚 50年を経過され、節目となる金婚式を

ご夫婦で迎えられることができなかった方へ、

長年の労をねぎらい、ささやかながら記念品を

贈呈させていただきます。 

対象者 

⓵昭和 45 年１月１日から昭和４６年１２月３１

日までにご結婚され、現在、中間市にお住まいの方 

⓶ご結婚 50 年を経過され、これまでに開催された

同式典に参加されていない方 

内容 

申込をされた方のご自宅に訪問し、記念品を贈

呈させていただきます。 

贈呈日については、１１月中旬頃を予定してい

ます。 

申込期間 

令和３年９月１０日（金）～１０月８日（金） 

申し込み・問い合わせ 

中間市社会福祉協議会 

（中間市通谷一丁目 36-10 ハピネスなかま） 

電話 093-244-1230 


